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平
成
五
年
五
月
十
八
日
提
出 

質

問

第

一

四

号 

    
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
業
務
及
び
労
働
条
件
の
改
善
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

提 

出 

者 
 

児 

玉 

健 

次 

 

一 

 



 

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
は
、
社
会
保
険
等
に
よ
る
療
養
の
給
付
に
関
す
る
迅
速
適
正
な
支
払
及
び
審
査 

 

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
特
殊
法
人
で
、
厚
生
大
臣
の
指
導
・
監
督
下
に
あ
る
。 

支
払
基
金
は
国
民
生
活
を
守
る
う
え
で
も
、
医
療
保
険
制
度
を
支
え
る
う
え
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お 

 
 

り
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
機
関
と
し
て
適
正
な
運
営
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
そ
れ
を
保
障
す
る
た
め
の
職
員 

 
 

 

の
確
保
・
労
働
条
件
の
改
善
は
密
接
不
可
分
な
も
の
で
あ
る
。 

同
基
金
は
、
医
療
保
険
制
度
の
拡
大
、
人
口
の
高
齢
化
、
医
療
の
高
度
化
等
に
伴
っ
て
、
業
務
は
増
大
し
、
内 

 
 

 

容
も
複
雑
化
し
て
い
る
。 

一 

千
葉
県
浦
安
市
は
六
十
五
歳
か
ら
六
十
九
歳
ま
で
の
老
人
医
療
費
の
助
成
措
置
を
行
い
、
こ
の
審
査
・
支
払 

 
 

 
以
下
質
問
す
る
。 

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
業
務
及
び
労
働
条
件
の
改
善
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

こ
れ
は
浦
安
市
だ
け
で
な
く
、
新
た
に
老
人
医
療
費
の
助
成
措
置
を
行
っ
た
全
国
、
多
数
の
市
町
村
が
抱
え 

 
 

て
い
る
問
題
で
あ
る
。 

業
務
の
委
託
を
支
払
基
金
に
要
請
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
支
払
基
金
は
、
厚
生
省
か
ら
の
指
導
に
よ
り
、
協
力
し 

 
 

 

な
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
。 

基
金
は
、
受
託
で
き
な
い
理
由
と
し
て
、
老
人
医
療
費
助
成
措
置
に
よ
る
審
査
・
支
払
業
務
が
規
則
で
定
め 

 
 

る
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
基
金
は
、
現
に
十
七
都
道
府
県
で
老
人
医
療
費
助 

 
 

成
措
置
に
よ
る
審
査
・
支
払
業
務
を
受
託
し
て
お
り
、
矛
盾
し
た
態
度
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

① 

国
民
の
医
療
・
福
祉
の
充
実
の
た
め
に
、
自
治
体
が
行
っ
て
い
る
老
人
医
療
費
助
成
措
置
に
基
づ
く
業
務 

 
 

を
支
払
基
金
が
受
託
す
る
よ
う
厚
生
省
は
指
導
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

こ
の
た
め
浦
安
市
の
住
民
は
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
い
っ
た
ん
医
療
費
の
自
己
負
担
額
を
支
払
っ
た
う
え
、 

 
 

事
後
に
同
市
よ
り
還
付
を
受
け
る
と
い
う
煩
瑣
な
手
続
き
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。 

四 

 



 

三 

支
払
基
金
で
は
昨
年
一
月
か
ら
週
休
二
日
制
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
医
療
機
関
か
ら
の
支
払
基 

 
 

金
に
対
す
る
レ
セ
プ
ト
の
提
出
期
限
は
毎
月
十
日
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
日
が
土
、
日
曜
日
に
あ
た
る 

 
 

場
合
、
職
員
が
休
日
出
勤
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
提
出
締
切
日
が
、
土
、
日
曜
日
に
あ
た
る
場
合
は
省
令 

 
 

 

で
繰
延
べ
を
規
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

二 

支
払
基
金
に
よ
る
審
査
済
の
レ
セ
プ
ト
の
再
審
査
を
一
部
保
険
者
は
民
間
業
者
に
委
託
し
て
い
る
。
保
険
者 

 

が
患
者
名
、
傷
病
名
、
診
療
内
容
等
が
記
載
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
を
外
部
に
持
ち
出
す
こ
と
は
、
患
者
、
診
療
担 

 
 

 

当
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
禁
止
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

② 
近
年
多
く
の
自
治
体
で
障
害
者
な
ら
び
に
乳
幼
児
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
措
置
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、 

 
こ
れ
も
基
金
に
よ
る
審
査
・
支
払
業
務
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
支
払
基
金
が
積
極
的
に
こ
れ
ら
の
業
務
に
協 

 
 

力
す
る
よ
う
指
導
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

審
査
委
員
会
を
土
、
日
曜
日
に
開
催
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
改
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

五 

 



 

四 
支
払
基
金
の
、
業
務
量
・
取
扱
件
数
は
、
こ
こ
十
年
間
で
二
五
・
七
％
増
え
て
い
る
。
件
数
が
増
え
て
い
る 

 
 

 

だ
け
で
な
く
、
レ
セ
プ
ト
の
内
容
も
複
雑
化
し
、
再
審
査
処
理
等
も
急
増
し
て
い
る
。
し
か
し
職
員
の
定
数
は 

 
 

十
年
間
で
、
五
・
七
％
の
増
に
お
し
と
ど
め
ら
れ
、
業
務
量
の
増
加
を
臨
時
職
員
の
増
員
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て 

 
 

処
理
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
（
職
員
と
臨
時
職
員
の
比
率
は
八
十
三
年
度
の
五
対
一
か
ら
九
十
二 

 

年
度
は
三
対
一
と
な
っ
て
い
る
）
。 

② 

支
払
基
金
の
臨
時
職
員
は
、
一
ヵ
月
平
均
十
一
～
十
三
日
間
雇
用
さ
れ
、
一
日
の
労
働
時
間
は
六
～
七
時 

 
 

間
、
雇
用
契
約
は
一
ヵ
月
単
位
で
あ
り
、
五
年
以
上
の
勤
続
者
が
臨
時
職
員
全
体
の
二
五
％
に
も
な
っ
て
い 

 
 

る
。
し
か
し
、
臨
時
職
員
の
労
働
条
件
は
劣
悪
で
あ
り
、
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
処
遇
及
び
労
働
条
件 

 
 

 

① 

支
払
基
金
の
職
員
定
数
が
過
少
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
公
共
的
」
サ
ー
ビ
ス
機
関 

 

と
し
て
の
任
務
と
、
職
員
の
権
利
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
職
員
定
数
の
見
直
し
が
必
要
で
は
な
い
か
。 

な
お
、
支
払
基
金
の
職
員
定
数
の
算
出
基
準
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

 

七 

等
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
指
針
」
（
平
成
元
年
六
月
二
十
三
日
労
働
省
告
示
第
三
十
九
号
）
に 

 
て
ら
し
て
も
賃
金
、
賞
与
に
お
い
て
「
通
常
の
労
働
者
と
の
均
衡
」
を
失
し
、
退
職
金
は
い
ま
な
お
支
給
さ
れ 

 
 

て
い
な
い
。
臨
時
職
員
の
正
職
員
へ
の
任
用
促
進
を
ふ
く
め
て
、
こ
う
し
た
事
態
に
対
す
る
指
導
・
監
督
の 

 
 

強
化
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


